
全 住 協 第 ９ ５ 号 

                          平成２６年７月８日 

 

会 員 各 位 

 

                                        一般社団法人 全国住宅産業協会 

                    専 務 理 事   田 村 仁 人 

 

来年度（平成２７年度）土地関係税制改正に向けての 

     国土交通省からの調査依頼について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、国土交通省関係部局から来年度税制改正に向けて適用期限を迎える制度の存続に

当たり、至急その適用見込みを幅広く把握する必要があるため標記の依頼がありました。  

 つきましては、下記の要領にて実施いたしますのでお忙しい中、大変恐縮ではございま

すが、ご協力をお願い申し上げます。 

 なお、該当する事例がない場合は、ご回答の必要はありません。       敬 具 
 

記 

 

１．調査対象 

(1)特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減に係る 

調査（地方税法附則第１５条の８第１、２項） 

(2)特定住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の１，５００万円の 

特別控除に係る調査（租特第３４条の２第２項第３号イ、第６５条の４第１項第３

号イ） 

 

２．記載要領 

  別紙１、別紙２に記載をお願いします。 

 

３．提出先・方法 

  （一社）全国住宅産業協会 事務局宛ＦＡＸ（０３－３５１１－０６１６）にて送信を

お願いします。 

 

４．提出期限 

  平成２６年 7月１８日（金） 

 

５．お問合せ先 

  （一社）全国住宅産業協会 事務局（ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 担当 澁田、

嘉屋本（かやもと））までお願いいたします。                以 上 



（別紙１）特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減 

会社名  
部署名  
ご氏名  
電話  

e-mail  

 

以下のフォーマットに分かる範囲でお答え下さい。 

なお、複数の事業を予定されている場合、お手数ではございますが複製してご使用ください。 

事業年度 
（用地を取得する時期を基準に

ご記入下さい。） 

① 平成２５年以前 （平成     年 ） 

② 平成２６年中 

③ 平成２７年以降 

（該当するものに○を付けて下さい。） 

所在 
 

都・府・県 
市・町・村 

番地等 
開発許可の有無 ① 取得済み      ② 今後取得予定     ③ 該当しない 
土地区画整理法に基づく換地

処分の公告 
① 公告済み      ② 今後公告予定     ③ 該当しない 

優良宅地認定 ① 認定済み      ② 今後認定予定     ③ 該当しない 

事業予定地について 
 

用途地域           （                     地域 ） 
敷地面積           （                         ）㎡ 

 上記の内旧農地※面積 （                       ）㎡ 
農地転用届   □届出済  □届出予定（平成  年  月頃） 

計画建築物について 構造・階数          （          造・地上     階建 ） 

延べ床面積       （                         ）㎡ 

 上記の内貸家居住部分面積 （                    ）㎡ 

貸家戸数          （                    ）戸 

戸当たり床面積    （                       ）㎡/戸 

耐火建築物の旨  □耐火建築物  □準耐火建築物  □その他 

建築確認申請   □申請済  □申請予定（平成  年  月頃） 

農地転用前後の所有者 ① 転用面積の１／２以上同一   ② 転用面積の１／２以上異なる 

制度について自由記載 
（制度へのご意見・ご要望や廃

止された場合の事業へ与える

影響等） 

 

※旧農地とは、特定市街化区域農地の所有者等（その相続人を含む）または特定市街化区域農地等の所有者等

のみで設ける農住組合が、当該特定市街化区域農地につき転用の届出がされた後引き続き所有するものをいう。 



（別紙２）特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の 1,500万円の特別控除 

会社名  
部署名  
ご氏名  
電話  

e-mail  

 

以下のフォーマットに分かる範囲でお答え下さい。 

なお、複数の事業を予定されている場合、お手数ではございますが複製してご使用ください。 

事業予定年度 
（用地を取得する時期を基準に

ご記入下さい。） 

① 平成２６年中 

② 平成２７年以降 

（該当するものに○を付けて下さい。） 

所在 
 

都・道・府・県 
市・町・村 

番地等 
開発許可の有無 ①取得済み 

②今後取得予定 

事業概要について 
（分かる範囲で可。未定の場

合、その旨ご記入ください。） 

事業区域面積   （                             ）ha 

区域区分及び用途地域 
① 市街化区域 

用途地域  ： 
② 非線引き区域（用途地域設定有） 

用途地域  ： 
③ 非線引き区域（用途地域設定無） 
④ 市街化調整区域 

（①～④については該当するものに○を付け、用途地域が設定されている場

合には用途地域をご記入下さい。） 

敷地面積      （                             ）ha 

住宅建設用地   （                             ）ha 

公共施設面積   （                             ）ha 

最低区画面積   （                             ）㎡ 

事業予定地の地権者数 個人 ：                        人 

法人 ：                        社 

制度について自由記載 
（制度へのご意見・ご要望や廃

止された場合の事業へ与える

影響等） 

 

 



あ

★固定資産税の減免を受けるためには、下記用件を満たす必要があります★

敷 地 ： ① 転用前の敷地が特定市街化区域農地（※）であること。
② 新築される貸家住宅の１戸あたりの面積が50～200㎡であること。
③ 貸家住宅の貸家居住部分が建物全体の1/2以上であること。

あ

建 物 ： 上記の①～③に加え、地上３階建以上の中高層耐火建築物である
こと。

特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産
税の軽減について（通称：アメ法）
（特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第８条）

◆固定資産税の減免内容◆

敷 地 用件を満たす貸家住宅の敷地について、

➣ 固定資産税を３年間 5/6 に減額

建 物 地上３階建以上の中高層耐火建築物のうち100㎡までの部分で、
➣ 固定資産税を当初３年間 1/3 に、その後２年間 1/2 に減額

あ

農地から宅地に転用して貸家住宅を新築する場合に、下記用件を満たすと
敷地と建物部分の両方で固定資産税の減免を受けることができます！！

あ

詳細な要件や手続きについてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい！
担当：土地・建設産業局企画課 周東・神谷
電 話 03-5253-8290（直通） ＦＡＸ 03-5253-1558 E-mail kamiya-h282@mlit.go.jp

特定市街化区域農地は宅地並みの課税（ムチ）となっており、一般農地に比べてより高い
固定資産税が課されています。この制度（アメ）を利用することにより、固定資産税を抑
えて農地から宅地に転用することができます。

年 度 制度適用実績（全国）

平成22年度 861件

平成23年度 598件

平成24年度 829件

※特定市街化区域農地とは、以下の①～③のいずれかに該当する区域の市街化区域内の農地をいう。
① 都の特別区の区域
② 首都圏、近畿圏又は中部圏内にある政令指定都市
③ ②以外の市でその区域の全部又は一部が三大都市圏の既成市街地、 近郊整備地帯等の区域内にあるもの



このような場面で活用されています！

エリア内に公園や幅の広い道
路などが整備され、１区画あた
りの敷地が１７０㎡以上とゆと
りがあるような、ファミリー向
けの住宅地を造成する事業に活
用されています。

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の
１５００万円の特別控除について
（租税特別措置法第34条の2第2項第3号イ、第65条の4第1項第3号イ）

◆以下の①～④を満たす開発プロジェクトに適用されます◆

都市計画法に基づく開発許可を受け、

① プロジェクトの規模が５ｈａ以上であること
② 住宅地を造成するプロジェクトであること
③ 住宅地の分譲が公募により行われること
④ 住宅地１区画あたりの敷地面積にゆとりがあること

以下のようなプロジェクトを行う事業者に対して、土地又は土地の上に存する
権利を譲渡した場合、譲渡益から１，５００万円が控除されます。以下のような
プロジェクトをお考えではありませんか！？

詳細な要件や手続きについてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい！
担当：土地・建設産業局参事官（土地市場担当）付 津田・運崎
電 話 03-5253-8381（直通） ＦＡＸ 03-5253-1579 E-mail unzaki-s27y@mlit.go.jp

事業に土地を提供した地権者
の譲渡所得から最大で１，５０
０万円控除されるので、５年以
上保有している土地を５ha以上
集めて住宅地を造成した場合に
は、地権者1人あたり最大３００
万円の所得税・住民税が軽減さ
れ、約１億円相当の事業費の圧
縮が可能になります。

※ 地権者が３０人の場合を
想定

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.artbank.co.jp/stockillust/image_html/naturalkobo/1-C-KAK160.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xdCrU5L7O4yNkwWZvoD4BA&ved=0CBYQ9QEwADgo&usg=AFQjCNHkersNDMbs3oXChfXV-A1xtJcbTg
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.artbank.co.jp/stockillust/image_html/naturalkobo/1-C-KAK160.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xdCrU5L7O4yNkwWZvoD4BA&ved=0CBYQ9QEwADgo&usg=AFQjCNHkersNDMbs3oXChfXV-A1xtJcbTg
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